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第 ２３ 期 決 算 公 告 

２０１９年６月２４日 

東京都中央区新川二丁目２７番２号 

三井住友海上あいおい生命保険株式会社 

取締役社長 丹保 人重 

 

2018年度　(2019年３月31日現在）　貸借対照表

(単位：百万円)

科    目 金 額 科    目 金 額

（資産の部） （負債の部）

73,027 3,415,379

現 金 0 支 払 備 金 29,520

預 貯 金 73,027 責 任 準 備 金 3,376,079

465,377 契 約 者 配 当 準 備 金 9,780

3,548,477 4,296

国 債 2,213,343 253

地 方 債 183,243 509,173

社 債 883,523 売 現 先 勘 定 468,782

株 式 770 債券貸借取引受入担保金 23,687

外 国 証 券 195,146 未 払 法 人 税 等 2,496

そ の 他 の 証 券 72,449 未 払 金 389

59,506 未 払 費 用 8,376

保 険 約 款 貸 付 59,506 前 受 収 益 0

3,347 預 り 金 184

建 物 532 金 融 派 生 商 品 11

リ ー ス 資 産 1,486 リ ー ス 債 務 1,624

そ の 他 の 有形 固定 資産 1,328 資 産 除 去 債 務 434

30,851 仮 受 金 631

ソ フ ト ウ ェ ア 8,067 そ の 他 の 負 債 2,554

そ の 他 の 無形 固定 資産 22,783 3,474

186 10

3,230 7,799

45,775 価 格 変 動 準 備 金 7,799

未 収 金 34,197 13,359

前 払 費 用 1,182 3,953,747

未 収 収 益 6,940 （ 純 資 産 の 部 ）

預 託 金 369 85,500

金 融 派 生 商 品 1,400 93,688

仮 払 金 1,551 資 本 準 備 金 63,214

そ の 他 の 資 産 131 そ の 他 資 本 剰 余 金 30,473

△ 117 14,645

利 益 準 備 金 946

そ の 他 利 益 剰 余 金 13,698

繰 越 利 益 剰 余 金 13,698

193,833

82,081

82,081
275,915

4,229,662 4,229,662

純資産の部　合計
負債及び純資産の部合計

繰 延 税 金 負 債

資 本 金

利 益 剰 余 金

資   産  の  部   合   計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

買 現 先 勘 定

有 価 証 券 代 理 店 借

再 保 険 借

そ の 他 負 債

貸 付 金

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

退 職 給 付 引 当 金

代 理 店 貸 役 員 退 職 慰 労 引 当 金

再 保 険 貸 特 別 法 上 の 準 備 金

そ の 他 資 産

株 主 資 本 合 計

資 本 剰 余 金

その他有価証券評価差額金

負債の部　合 計

貸 倒 引 当 金
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（2018 年度末 貸借対照表の注記） 

 

１．有価証券の評価基準及び評価方法は次のとおりであります。 

（１）満期保有目的の債券の評価は、移動平均法による償却原価法（定額法）により行っております。 

（２）「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第 21 号）に基づく責任準備金対応債券については移動

平均法による償却原価法（定額法）により行っております。 

また、責任準備金対応債券に関するリスク管理方針の概要は以下のとおりであります。 

「個人保険に設定した小区分（保険種類・資産運用方針等により設定）に対応した債券のうち、

負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で保有するものについて、「保険業におけ

る「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平成 12 年 11 月 16 日 

日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 21 号）に基づき、責任準備金対応債券に区分

した上で、小区分に係る責任準備金のデュレーションと責任準備金対応債券のデュレーションを

一定幅の中でマッチングさせる運用方針をとっております。 

（３）その他有価証券のうち時価のあるものについては、３月末日の市場価格等に基づく時価法（売却

原価の算定は移動平均法） 、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移

動平均法による原価法によっております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 

２．デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 

 

３．有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。 

・有形固定資産（リース資産を除く）             定額法によっております。 

  ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引)  リース期間に基づく定額法によっております。 

 

４．無形固定資産の減価償却の方法は、利用可能期間に基づく定額法によっております。 

    

５．外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。 

 

６．貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

当社の貸付金は、その全額が保険約款貸付であり回収が担保されているため、貸倒引当金の計上

はありません。それ以外の資産については、それぞれの性質を勘案し、回収の危険性または価値の

毀損の危険性の度合いに応じて査定し、その最終の回収額または価値に対する損失見込額を計上

しております。 

また、上記以外に過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた

額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独

立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。 

 

７．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基

づき、計上しております。 

退職給付債務見込額並びに退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。 

退職給付見込額の期間帰属方法 給付算定式基準 

数理計算上の差異の処理年数           10 年 

  

８．役員退職慰労引当金は、制度廃止以前の役員に対する退職慰労年金の支給に備えるため、当期末

における支給見込額に基づき計上しております。 

 

９．価格変動準備金は、保険業法第 115 条の規定に基づき算出した額を計上しております。 
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10．ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号）に従い、外貨建資産

に対する為替変動リスクのヘッジとして為替予約による時価ヘッジを行っております。 

なお、ヘッジ対象とヘッジ手段との間に高い相関関係があることが明らかなことから、ヘッジの有効性

の判定は省略しております。 

 

11．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象

外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上し５年間で均等償却

し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。 

 

12．責任準備金は、保険業法第 116 条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方

式により計算しております。 

（１）標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第 48

号） 

（２）標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式  

 

13．金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項は次のとおりであります。 

（１）金融商品の状況に関する事項 

    ①金融商品に対する取組方針 

当社は、運用する資産が保険契約者等に対する責任を履行するための原資であることに鑑み、

資産の健全性と安定的な収益の確保を目指し、金融商品を活用した資産運用を行っておりま

す。具体的には、収益性及び各種リスク・市場環境を総合的に勘案しつつ、負債特性を考慮し

たＡＬＭ（資産・負債の総合管理）を重視して、新規投資は長期・超長期の国内公社債を中心に、

一部高格付けの外国公社債等に投資しております。 

 

②金融商品の内容及びそのリスク 

保有する金融商品は、内外の公社債を中心とした有価証券が主なものであり、その他に保険約

款貸付等を保有しております。有価証券の保有目的区分は、「その他有価証券」、「満期保有目

的の債券」及び「責任準備金対応債券」として保有しております。 

金融商品に係るリスクは、金利、為替等の変動による市場リスク、債券発行体の信用状況の変

動等による信用リスク、市場の混乱等により著しく低い価格での取引を余儀なくされることにより

損失を被る流動性リスクがあります。 

当社は為替の変動による市場リスクをヘッジする目的で、為替予約取引を利用しております。デ

リバティブ取引には、取引の対象物の市場価格の変動に係るリスク（市場リスク）及び取引先の

契約不履行に係るリスク（信用リスク）が伴いますが、当社が行っている為替予約取引は市場リス

クを減殺するものであり、また、取引先を信用度の高い金融機関に限定することで信用リスクを

回避しております。 

 

③金融商品に係るリスク管理体制 

当社は、リスク管理に関する基本方針及びリスクの定義と管理手法を規定した資産運用リスクに

関する規程等を取締役会等で定め、これらの方針・規程等に基づき、リスク管理を行っておりま

す。 

当社では、取引執行部門と後方事務・リスク管理部門を分離し、組織的な牽制が行える体制を

整備しております。 

また、リスク管理部門は、資産・負債のポジションに基づき、市場リスクや信用リスク等のＶａＲ（バ

リュー・アット・リスク）計測、リスクリミット管理等を行うことによりリスクを把握・分析・管理する体制

を整備し、リスク状況を定期的に取締役会等に報告しております。 

a．市場リスクの管理 

当社は、市場リスク管理に係る規程等に従い、運用資産等の特性に応じたリスク管理を行う

体制を整備し運営しております。 

上記ＶａＲ計測によるリスク量のモニタリングのほか、ＶａＲ計測で捕捉出来ない潜在的なリスク

の把握、金利・為替変動に対する感応度分析、ポートフォリオの偏在・脆弱性の把握等を実
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施しております。 

 

b．信用リスクの管理 

当社は、信用リスク管理に係る規程等に従い、与信管理体制を整備して運営しております。 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティ・リスクに関しては、

取引執行部門及びリスク管理部門において、信用情報やマーケットデータの把握を定期的

に行うとともに、格付別与信残高の限度レベルを設定する等により管理しております。 

なお、個別融資は行っておりません。 

  

c．流動性リスクの管理 

当社は、流動性リスク管理に係る規程等に従い、資金繰りリスク、市場流動性リスクの管理体

制を整備し運営しております。 

資金繰りの状況をその資金逼迫度に応じて平常時、危機時等に区分し、それぞれの区分に

応じて流動性に最大限配慮した資金管理・運営を行っており、様々な環境下においても十

分な流動性を確保・維持するため、現預金及び国債を始めとする流動性の高い債券を十分

に保有すると共に、当座借越等の資金調達手段を確保しています。 

また、巨大災害や金融市場の混乱による市場流動性の低下等の不測の事態発生に備えて、

現預金及び国債を始めとする流動性の高い有価証券を十分に保有しており、その総額を定

期的にモニタリングすることにより流動性リスク管理を行っております。 

 

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

主な金融商品に係る貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めておりま

せん。 

                                           （単位：百万円） 

 
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

現金及び預貯金 73,027 73,027 - 

買現先勘定 465,377 465,377 - 

有価証券 3,547,556 3,834,401 286,844 

満期保有目的の債券 1,111,044 1,343,649 232,605 

責任準備金対応債券 737,476 791,716 54,239 

その他有価証券 1,699,035 1,699,035 - 

貸付金 59,506 59,506 - 

保険約款貸付 59,506 59,506 - 

金融派生商品 （*1） 1,389 1,389 - 

ヘッジ会計が適用されていないもの (9) (9) - 

ヘッジ会計が適用されているもの 1,399 1,399 - 

売現先勘定 （*2） 

債券貸借取引受入担保金 （*2） 

(468,782) 

(23,687) 

(468,782) 

(23,687) 

- 

- 

      （*1）金融派生商品によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、 

合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。 

      （*2）売現先勘定及び債券貸借取引受入担保金は負債に計上しており、 

( )で示しております。 

   

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項 

①現金及び預貯金、買現先勘定、売現先勘定及び債券貸借取引受入担保金  
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

②有価証券 

これらの時価については、３月末日の市場価格等によっております。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものの当期末における貸借対照表価額

は次のとおりであり、有価証券には含めておりません。 

    非上場株式     442 百万円 

    組合出資金     478 百万円 

③貸付金 

当社が保有している貸付金は全て保険約款貸付金であります。保険約款貸付は、当該貸付

を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けておらず、返済見込み期間

及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時

価としております。 

④金融派生商品 

為替予約取引の時価については、先物為替相場によっております。 

 

14．消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、22,238 百万円であります。 

 

15．有形固定資産の減価償却累計額は、6,976 百万円であります。 

 

16．関係会社に対する金銭債権の総額は、298 百万円であります。 

 

17．繰延税金資産の総額は 18,645 百万円、繰延税金負債の総額は 31,920 百万円であります。繰延税

金資産の総額から評価性引当額として控除した額は 84 百万円であります。 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金損金算入限度超過額 12,056 百万円、

価格変動準備金 2,183 百万円及び税法に定める減価償却資産損金算入限度超過額 1,842 百万円

であります。 

繰延税金負債の発生の原因別内訳は、その他有価証券の評価差額 31,920 百万円であります。 

 

18．当期における法定実効税率は 28.00％であり、税効果会計適用後の法人税等の負担率は 24.45％

であります。 

その差異の主な内訳は、永久に損金又は益金に算入されないものに係る差異△3.28％及び住民税

均等割額に係る差異 0.90％であります。 

 

19．契約者配当準備金の異動状況は、次のとおりであります。 

    当期首現在高 10,526 百万円 

    当期契約者配当金支払額 8,589 百万円 

    利息による増加等 0 百万円 

    契約者配当準備金繰入額 7,842 百万円 

    当期末現在高 9,780 百万円 

 

20．担保に供されている資産の額は、有価証券 393,277 百万円であります。また、担保付き債務の額は

468,782 百万円であります。 

 

21．保険業法施行規則第 71 条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出

再責任準備金」という）の金額は 573 百万円であります。 

 

22．１株当たり純資産額は 93,214 円 54 銭であります。 

 

23．重要な後発事象 

当期末日後に完了した共通支配下の取引等は次のとおりであります。 
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共通支配下の取引等 

当社、ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社、三井住友海上火災保険株

式会社（以下「三井住友海上」という。）及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（以下「あ

いおいニッセイ同和損保」という。）が、2013 年９月 27 日に締結した「機能別再編に関する合意

書」に基づき、三井住友海上及びあいおいニッセイ同和損保が保有する第三分野長期契約を当

社に移行するため、2018 年６月 28 日付で当社と三井住友海上間及び当社とあいおいニッセイ

同和損保間で「吸収分割契約書」を締結し、2019 年４月 1 日付で実施いたしました。 

 

（１）取引の概要 

①対象となった事業の名称及び当該事業の内容 

三井住友海上及びあいおいニッセイ同和損保が保有する第三分野長期契約に関する事業 

②企業結合日 

2019 年４月１日 

③企業結合の法的形式 

三井住友海上及びあいおいニッセイ同和損保を分割会社とし、当社を承継会社とする簡易吸

収分割 

④結合後企業の名称 

三井住友海上あいおい生命保険株式会社 

⑤その他取引の概要に関する事項 

当社に商品供給機能を一元化することにより、お客さま対応レベルをより向上させるとともに経

営資源の集中によって効率的なオペレーションを実現させ、グループ全体での総合力を発揮

し、お客さま満足度・成長力・収益力を向上させることを目的としております。 

 

（２）実施する会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 31 年 1 月 16 日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平

成 31 年 1 月 16 日）に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。 

 

24．平成８年大蔵省告示第 50 号第１条第５項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の当期

末残高は 2,443 百万円であります。 

 

25．売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、買現先取引により売戻し条

件付きで購入した有価証券であり、当期末において、すべて当該処分を行わず所有しており、その

時価は、159,600 百万円であります。 

 

26．保険業法第 259 条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当期末における当社の今後

の負担見積額は、4,878 百万円であります。 

なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。 

 

27．退職給付に関する事項は次のとおりであります。 

（１）採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けているほか、確定拠出型の制度とし

て確定拠出年金制度を設けております。 

 

（２）確定給付制度 

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付債務 3,358 百万円 

勤務費用 514 百万円  

利息費用 28 百万円 

数理計算上の差異の当期発生額 155 百万円 

退職給付の支払額 △244 百万円 

期末における退職給付債務 3,812 百万円 
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②退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表  

退職給付債務 3,812 百万円 

未認識数理計算上の差異 △337 百万円 

退職給付引当金 3,474 百万円 

  

③退職給付に関する損益 

勤務費用 514 百万円 

利息費用 28 百万円 

数理計算上の差異の当期の費用処理額 38 百万円 

確定給付制度に係る退職給付費用 582 百万円 

 

④数理計算上の計算基礎に関する事項 

期末における主要な数理計算上の計算基礎は以下のとおりであります。 

割引率  0.86％ 

 

（３）確定拠出制度 

当社の確定拠出制度への要拠出額は、174 百万円であります。 

 

28．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 
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(単位：百万円)

 　　 金 　 額

経 　常　 収 　益 579,934

520,148

504,235

15,913

57,106

44,921

預 貯 金 利 息 0

有 価 証 券 利 息 ･ 配 当 金 43,138

貸 付 金 利 息 1,675

そ の 他 利 息 配 当 金 106

12,184

1

2,679

779

1,436

462

経　 常 　費 　用 560,410

223,798

41,875

18,339

21,920

123,934

3,846

13,881

233,692

1,417

232,274

0

6,092

4,794

1,235

8

3

51

83,244

13,582

1,453

6,963

4,821

337

6

経 　常 　利　 益 19,524

特 　別 　利 　益 0

0

特 　別 　損 　失 1,135

198

936

7,842

10,547

3,634

△ 1,055

2,578

7,968

   

有 価 証 券 償 還 益

そ の 他 の 経 常 収 益

再 保 険 料

年 金

給 付 金

解 約 返 戻 金

資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

有 価 証 券 売 却 益

科　　　　目

保 険 料 等 収 入

保 険 料

再 保 険 収 入

資 産 運 用 費 用

有 価 証 券 売 却 損

保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 返 戻 金

責 任 準 備 金 繰 入 額

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

為 替 差 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 運 用 費 用

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用

金 融 派 生 商 品 費 用

保 険 金 据 置 支 払 金

税 金

減 価 償 却 費

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 費 用

固 定 資 産 等 処 分 益

当 期 純 利 益

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

固 定 資 産 等 処 分 損

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 引 前 当 期 純 利 益

そ の 他 経 常 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

支 払 備 金 繰 入 額

2018年４月  1日から
2019年３月31日まで

2018年度 損益計算書
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（2018 年度 損益計算書の注記） 

 

１．関係会社との取引による収益の総額は 1,464 百万円、費用の総額は 70 百万円であります。 

 

２．有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券 8,960 百万円、株式等 695 百万円、外国証券 2,528 百

万円であります。 

  有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券 345 百万円、株式等 459 百万円、外国証券 3,989 百万

円であります。 

 

３．責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額の金額は 62 百万円であります。 

 

４．金融派生商品費用には、評価損 2,261 百万円が含まれております。 

 

５．１株当たり当期純利益は、2,692 円 17 銭であります。 

算定上の基礎である当期純利益及び普通株式に係る当期純利益はともに 7,968 百万円、普通株式

の期中平均株式数は 2,960 千株であります。 

 

６．再保険収入には、平成８年大蔵省告示第 50 号第１条第５項に規定する再保険契約に係る未償却出

再手数料の増加額 14,981 百万円を含んでおります。再保険料には、平成８年大蔵省告示第 50 号第

１条第５項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の減少額 12,543 百万円を含んでおりま

す。 

 

７．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 

 


